社団法人日本花き生産協会

第50回通常総会議事録
１．日時及び場所
　　平成21年年5月27日（水）午後1時30分から午後4時10分
　　メルパルク東京（郵便貯金会館）
２．総会員数・出席会員数及び出席者氏名

　　会員数　44会員

　　出席会員数　44会員（26会員、委任状18会員）

　　出席者氏名　別紙

３．吉野常務が開会を宣言し、開会した。

４．出席者の報告

　　吉野常務が出席会員数を報告し、定款第24条第1項に規定されている会員の過半数以上が出席しており、定員数を満たしているので本総会が成立する旨報告した。

５．田島会長挨拶（要旨）
・　花の業界は今、大変厳しい状況。今年になって一段と消費が冷え込んでいる。日本農業新聞に「切花、1300億円縮小」、農林水産省の表室長に、後ほどご説明をいただく予定ですが、2025年の予測値、15年後を予測した数値が出た。農林水産省の花き産業振興方針が見直しの年になっており、15年後の花き産業をどうするか。前回は「緩やかな上昇」という方針だった。今回の取りまとめではこの推測値を踏まえた対策なり、方針が出てくることを期待している。
· 日本の産業、ＧＤＰ、国内総生産も戦後一番落ち込んでいる。特に消費関係はデフレ傾向すら見える。嗜好品としての花の消費も非常に落ち込んでいるが、必ずしもこの推測値のとおりに縮小するとは思えないが非常に厳しい状況に変わりない。
· 日本は世界で第２位の花の消費国で、20数年花が右肩上がりできている関係上、農林水産省、各市町村など、花の振興、生産に非常に熱心に支援頂き生産量が増えてきていたが、こういう厳しい状況下で、対策あるいは今後の取り組が必要。
· いわゆる1000分の１構想、生産協会のライフワーク的なもので、小嶋元会長の前の西会長の時から、約30年近く前から、消費宣伝しなければ将来大変だということから構想が持ち上がり、その後、何回か真剣に検討してきたが、実施までに至っていない。集金業務と生産者の同意取りの２点がクリアできなかった。今回、1000分の１構想が市場協会の呼びかけで１～２年前から動き始めている。茨城での50周年の記念大会の決議、その後の理事会でも機関決定している。この１年あるいは２年位のスパンの中でこの問題を処理していきたい。
· 21年度から県等の財政事情が厳しいという状況で、会費の見直しを行った。事務局でいろいろ検討した結果、大変厳しい中でのさらに減額ということで、協会事業の遂行に支障もきたしかねないが、220万の減額、先ほどの理事会でも了承を得た。
· 生産協会は、1000分の１構想、あるいは市場の問題、さらには農林水産省、国との折衝、要請、こういう問題が増えてきている。重油高騰についても、農林水産省、関係省庁等、あるいは代議士など、出向いて要請活動を行った。税制の問題、多くの問題が横たわっている。生産協会本体はそういうところへ軸足を移しながら、活動したい。
· 具体的な活動、部会が、熱心に活動できる状態に成長してきている。事務局と生産協会と一体になって推進しながら、細かい対応は部会でやる、その上の意思表示あるいはいろいろな問題に関しては生産協会の本体でやるという役割分担をしながら、今の陣容の中で出来るだけ成果をあげたい。

· 戦後初めてと言われるぐらい花の業界も厳しい状態に置かれている。皆様方のお知恵と協力を得ながら、ピンチをチャンスに置きかえるよう努力をしていきたい。

６．来賓挨拶（要旨）

農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室長　表　尚志

· 最近の政策としては、昨年８月に原油高騰対策として、省エネ設備とか技術の導入についての支援策を打ち出し、ヒートポンプの導入などの制度を進めた。機器本体への支援だけでなく、運営コストとなる電力料金についても低電力の料金メニューを作ってほしいということで、四国電力、関西電力、中国電力、東京電力に話をして認めてもらった。また、現在の緊急経済対策としては、平成２１年度補正予算として、花き農業に関しては「化学農業を減らす防除技術の導入を支援します。」、「省電力電灯の導入を支援します。」というメニューを用意した。窓口などに問い合わせをして、（９億4000万円の予算を現在用意）活用頂きたい。補正予算が成立後となるが、防虫ネットとか開花抑制用ＬＥＤなどが認められる。
· 現在花き産業振興方針の検討会を開催している。現行は平成17年の３月に策定、その後、４年たって状況変化があり、このような緊急時なので少し早めに検討を開始した。７月22日にその中間取りまとめを行う。生産協会にはぜひ生産者の皆様の声を上げて頂きたい。伊藤副会長と鉢物部会前林副部会長に委員として参加頂き、５月１５日第１回、６月３日の第２回の検討会に出席頂いた。生産者の方々の声を伺いたいと思っており、お二方の委員を仲立ちとしてお話を伺い、逆にこの検討会で決まった方針を、お二方に持ち帰って頂き、団体として推進に向けての協力をお願いしたい。
· 「検討項目」を事務局でたたき台を作った。何かあれば、中に入れて議論に取り上げる形にしたい。第１回の会合で花きの消費の動向について議論をした時に使ったデータを、本日持参した。農林水産省のホームページにも全部の資料が載っている。
· 消費についての議論では、消費者の購入動向として、自分の次に母親、それから妻のために買うことが多い。母の日で贈りたい物としては、58％が「カーネーション」、「その他の花・観葉植物」となっている。
· 世帯構成別の消費動向としては、切花の購入金額が、平成10年から平成19年まで徐々に落ちている。購入世帯割合も、切花；平成19年で40.3％、園芸品等用品；29％～30％位。
· 世帯主の年齢別の消費動向として、10年ごとに年代別に分けて、どのぐらいの金額、頻度で買っているかを見る。すると、平成13年、平成16年、平成19年のどこでも、20歳代よりは30歳代、30歳代よりは40歳代、50歳代、60歳代となるにつれて多く買っている。
· 12ページが日本農業新聞に載った記事のもとになった数字。今の30歳と将来の30歳、2009年、2010年、2015年、2020年、2025年と５年刻みで、その世代の人たちが購入する金額が現在の同年代の人たちと変わらないという前提で、家計からの切花の購入金額は総計で幾らになるかというシミュレーションをした数字。花き産業振興方針は少し長いスパンでものを考えるので、2025年を念頭に置きこのシミュレーションをした。年をとった人ほど花をたくさん買う傾向があり、将来、少しずつ高齢化社会が進むにつれてお年寄りの人口が増えて、徐々に右肩上がりになっていく、ほっとするシナリオがまず一つ出てくる。
· 同じく12ページにおいて、過去10年のトレンドを考慮してみたものも計算をした。これは、過去10年間、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代において、どういうふうに購入金額が変わっていったかを踏まえ、指数関数を使って将来の値を分析した。近年になると右肩下がりになっている年代が非常に多いので、結果的に今の40歳よりも将来の40歳はもっと買わなくなる。今の60歳よりも将来の60歳はもっと買わなくなるということから、60歳代、70歳代の方の数が増えたとしても、結果的に少しずつ右肩下がりになり、2025年では2007年比で28％の大幅な減少というシナリオになった。過去10年のトレンドをそのまま引用したもので、今と全く同じ政策、全く同じ取り組み、全く同じ傾向であった場合、どうなるかをお示しした。一つのシナリオとして提示したものである。これを見て対応策を考えない人は多分いないと思う。このまま新たな策を打ち出さないとこうなってしまう。花き産業振興方針の検討会の議論を深めて、かつ、各事業者の方々が取り組みを１歩、２歩でも進められることで挽回していくことが非常に重要。
· 13ページでは同じことを鉢物について行った。鉢物は、年齢層の問題もあり、全く同じ金額を買ってくれると計算しても2015年以降は減少に転ずるというデータが出た。その後のトレンドを考慮すると、28％と切花と全く同じ数字の減少になった。これを提示して、今後の政策、取り組みについて議論をして頂きたいと思った。消費者の動向についての議論をするためのペーパーで、基本に立ち返って示したデータです。

・　日持ちする花の要望が多いことが、ＪＦＴＤのアンケート調査で出ているし、平成４年に農林水産省が自分でやったデータでは、８割が長持ちする花を売ってほしいという話になっている。随分昔から日持ちする話というのが大きなテーマだったと改めて認識した。同じくＪＦＴＤのデータ、東海地方の普及振興協議会のデータを見ると、管理方法とか手入れのやり方についての情報に対するニーズも非常に高い。改善する余地は相当ある。
· 消費者の花を購入しない理由などについてのアンケートを御紹介する。なぜ花を買わないのかについては、「手入れ、世話が大変」とか、「手入れのやり方がわからない」という基本的な情報が不足したり、お金のことを理由に挙げたり、習慣がない、関心がないことを理由に挙げたりしていた。一方で、花の魅力としてよく挙げられる「心をいやす」、「季節感が出る」、「華やぐ」、「心が豊かになる」とか、価値を見いだしている方もたくさんいる。積極的に消費者に訴えかけていくことが必要なのではないか。
· 最後の品目別農業所得の比較についてのデータについて御説明したい。現在、農林水産省の中で花き産業振興方針の検討会とともに、同時並行的に農業基本法に基づく食料・農業・農村基本計画という５カ年計画についての議論が始まっている。食料の話をすると花はえてして忘れられがちになる。花を忘れてもらっては困るというデータです。品目別で言うと、他の農業品目に比べると10アール当たりの農業所得で断然多い。１戸当たりの農業所得でも相対として多い。ただし、家族農業労働という観点では、１時間当たりの農業所得は結構少ない。簡単な軽作業のアルバイトぐらいの賃金になってしまっている。要は花の産業はほかの産業よりもしっかりと儲かって、地に足のついた形でやっている。そういう農業について目を向けてくださいと省内的にＰＲした資料です。

· 昔、ケルネルというドイツ人やアメリカ人のクラークが来て農業のやり方について日本を指導して、日本の近代農業が始まったが、今、皆様の研鑽等もあり、日本の農業技術はかなり上の方に、花き産業は特に進んでいる。一方で他の国の事例で参考になることはもうないか。花については、オランダが消費拡大の取り組みを積極的に行っている。昨年度、我々の方で花普及センターに委託を出して、オランダの消費拡大の取り組みとその背景について資料なり調査をさせました。猿真似をする必要は全くありませんが、いろんな国の取り組みをしっかりと押さえた上で、日本としてはどういう取り組みをすべきかを考えることは、明治時代から日本が一番得意としていたこと。非常に重要なことだと思います。本日、花普及センターから調査の概要についてレポートさせたいと思っています。是非その話も含めて今後の農業のあり方、花き産業のあり方について、皆さんと一緒に考えていきたい。
出席来賓・顧問紹介
　（来賓）

農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室長　　表　尚志

農林水産省生産局生産流通振興課花き産業振興室花き振興第１班　原田　正志　　　　　　　　　　　　　　　　
（顧問）

（社）日本花き生産協会顧問　　　　小嶋　恒
新聞社　花卉園芸新聞、日本花卉新聞、花と生活
７．配布資料
　資料1．第50回通常総会出席者名簿

資料2．第50回通常総会資料

資料3．会員会費の見直し（案）
資料4．平成21年度会員名簿

資料5．（社）日本花き生産協会定款

その他
８．議案審議

（審議事項）

　　第1号議案　平成20年度事業実績及び収支計算書

　　第2号議案　平成21年度事業計画（案）及び収支計画（案）

　　第3号議案　役員の一部改選

　　その他

９．議事の経過概要と結果

（１）議長の選出

　　　吉野常務理事が定款第20条第3項に基づき田島会長が総会の議長になる旨を告げ議
長を選出した

（２）議事録署名人

　　　議長（田島会長）より本総会出席の羽川與助及び平野和彦の2名を指名したところ、
出席者全員異議なく、選出された。

（３）議案審議

　　　第1号議案　平成20年度事業実績報告及び収支計算書の承認について

　　　・資料に基づき、平成20年度事業実績報告及び収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、退職給与基金特別会計、計算書類に対する注記について事務局から説明を行った。

　　　・併せ社団法人日本花き生産協会定款第33条の規定により実施した会計監査内容を監事　水橋　義輝から監事を代表して内容が適正である旨の報告があった。

　　　・以上の説明、報告の後、質疑応答を行い、第1号議案は拍手多数をもって原案どおり、議決された。　　

　　（説明要旨）　

ア．事業報告

　・花き農家の振興対策、花き生産者の経営安定と技術向上のため研究会、研修会を各部会単位で開催をして、会員の資質向上と情報交換を行った。
　・花き団体、県組織がこのイベント表彰行事に対して後援、会長表彰を実施した。平成20年度には78回実施した。
　・全国花き品評会、切花・一般鉢物は、20年5月14日、大阪植物取引所で開催し、675点の出品があり、201点の入賞作品を選考し、優秀作品等はジャパンフラワーフェスティバル2008in高知の会場において多くの皆さんに見ていただきました。全国花き品評会洋らん部門、20年11月26日、大阪植物取引所で開催した。300点の出品で、金賞50点を選考した。全国花き品評会シクラメン部門、20年11月26日、東京のＦＡＪで行い、296点の出品があって44点の入賞作品を選考した。
　・カーネーション部会で進めております共同購入苗の低廉化については、９年目を迎え引き続き実施した。
　・農林水産物輸出促進協議会にも参加した。情報提供組織化対策として、部会活動の中で未加入の会員の部会加入を促進した。
　・青年部の組織化、17年度にスプレーギク、18年度にはカーネーション、さらに19年度は鉢物部会で組織化した。現地研修とともに、ホームページ（カーネーション、スプレーギク部会）の運用を行った。
　・会報『花作り』、1回発行した。協会のホームページ上では、研修会、研究会な掲載。
　・協会の理事会を５回開催した。４回は連絡調整会議、部会長との合同会議とし、部会との連携調整を図った。部会の役員会については、年３回から５回開催した。研修会のテーマ等について検討した。輪ぎく部会、カーネーション部会、鉢物部会、スプレーギク部会、平成20年は重油高騰もあり、その中での経営改善を中心に研究、協議を行った。カーネーション部会では、第50回全国カーネーション東京大会に併せ日本にカーネーションが入って100年になるということで100周年記念大会を併催した。
　・花き消費拡大の推進では、品評会の優秀作品の展示、ＮＨＫの「趣味の園芸」に、鉢物、洋らん、球根・切花プレゼントコーナーと広告を掲載した。また、丸の内フラワーウイークス2008に対し、スプレーぎく部会、カーネーション部会が出展をした。また、Naniwa IFEXにも出展した。
　・カーネーション部会では、「カーネーション生産100周年の歴史」を印刷・配布した。
　・「日本花き生産協会の運営と組織化に関する検討会」は開催しなかった。別途、平成20年度から花の団体、４団体（（社）日本花き卸売市場協会、（社）日本花き生産協会、（社）日本生花商協会、（社）日本インドア・グリーン協会）で、花き消費拡大検討委員会を設置して検討しており、結果を理事会等に随時報告した。
　・要望・要請行動、昨年春から夏にかけて急激な重油高騰があり、要望・要請を行った。補助事業、ヒートポンプ、循環扇等の支援など、低電圧の季節別、時間帯別電力料金の設定など成果があった。運送費値上げに対する抗議と協議として、重油価格高騰などから、大手輸送会社去年の８月１日から個別集荷、20％値上げに対し、鉢物部会、洋らん部会、生産協会でもで取り上げ、２回にわたる交渉をして10％の値上げに落ち着いた。その後、重油は非常に下がってきていることから、今年、再度引下げの要望を行った。市場取引の透明化等に関する要望については、市場協会と話し合いを進めている。20年度も10月28日に意見交換会を開催した。

・花き生産経営行事等に関する資料を、随時送付した。
　イ．収支計算書。

　Ⅰ．事業活動収支の部

　・事業活動収入：会費収入；会員会費22,401千円・45会員、賛助会員会費400千円・８会員。負担金収入；事業負担金収入13,450千円・予算300千円に約1,000千円増は、関東・東海花展の分担金の12県分を預かり金から、会計上処理しているので計上した。部会負担金収入2,000千円・20年度は洋らん部会とカーネーション部会の大会の負担金と、部会からアルバイト賃金の助成金を頂いており、これを計上した。雑収入が241,565円：　受取利息7,140円、広告収入483千円・『趣味の園芸』の広告、事業活動収入計が26,877,705円。
　・事業活動の支出：事業費支出計18,054,128円、印刷費453,032円、表彰費506,792円、消費宣伝費；品評会等2,408,617円、通信運搬費780,236円・インターネット関係の費用とか電話、郵送料等、負担金2,062千円・花き関係団体への負担金、会費、関東・東海花展の分担金、慶弔費81千円、渉外費161,080円、調査宣伝費116,100円、会議費986,472円・事務所の３分の１の部分相当、資料費184,300円、会報費1,026,900円、旅費322,020円、部会・大会関係支出1,000千円・事業負担金収入の中の一部、給与費5,376千円、福利厚生費704,619円、交通費628,920円、臨時雇い賃金1,256,040円・当初予算計上しなかったが、アルバイト賃金は協会支出としているので計上。管理費支出計8,291,503円：給与費2,496千円、福利厚生費353,460円、会議費1,044,752円、賃借料1,972,932円、水道光熱費692,824円、消耗品費217,618円、通信運搬費465,771円、交通費253,570円、リース料643,860円、租税公課70千円、雑費87,016円、事業活動支出計26,345,631円、事業活動収支差額532,074円。
Ⅱ．投資活動収支の部：退職給与引当資産取得支出418,004円、生産者大会助成金積立300千円・大会のない年に300千円を積み立て、大会を開催する年にそれを引き出し、600千円支出。投資活動支出計が718,004円、投資活動収支差額マイナス718,004円。

　Ⅲ．当期支出差額マイナス185,930円、前期繰越収支差額8,084,371円、次期繰越収支差額7,898,441円、予備費マイナス1,256,040円・臨時雇賃金に充当した。

　　繰越額が7,898,441円、内訳は収支計算書に対する注記で、現金・預金が6,157,046円、未収会費が1,88,8000円、合計で8,037,846円、預かり金が139,405円、次期繰越収支差額が7,898,441円。
・正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は後でお目を通して頂きたい。貸借対照表に、未収会費の内訳がある。合計1,880,800円になる。昨年は2,076,807円。
ウ．監事意見書報告　水橋　義輝監事

　社団法人日本花き生産協会定款第33条の規定により、平成20年度事業報告書並びに決算書について監査いたしました。その結果、帳簿類、会計処理につきましては適正に処理されておりました。

　ただ、監事の意見といたしましては、先ほどから問題になっております会費の未収ということで、早期に各県の御理解をいただいて解決していただきたい。

　平成21年5月12日　社団法人日本花き生産協会監事　水橋　義輝、監事　内田　傳　　　　　　　　　　　　監事　別所　矩佳

＜質疑応答＞
　・議長：第１号議案「平成20年度事業実績及び収支決算書」に対し、御意見、御質問がありましたらお受けしたい。発言される方は、県名と氏名を言ってからお願いします。
　特にないようでしたら、拍手をもって御承認いただけたらと思います。

（拍手多数）

　・議長：拍手多数ということで御承認を頂いたとまなします。
（休憩）10分
　第２号議案　平成21年度事業計画（案）及び収支予算（案）の承認について
　・資料に基づき平成21年度事業計画（案）及び収支予算（案）、及び会員会費見直し（案）について事務局から説明。質疑応答の後、第2号議案は拍手多数を持って原案通り議決された。

・併せ、平成21年度会費額と振込期日等を資料に基づき説明し、了解を得た。

（説明要旨）

ア．事業計画案（案）

・基本方針：花き流通国際化の日本の花き生産者の経営発展策を検討する。組織活動を通じて花き生産の生き残りのための自助努力による体力増強。問題意識を生産者みずから共有し開拓するという意識のもとに活動を展開する、
・会議の開催：総会は本日、理事会を４回から５回、開催する。連絡調整会議を併催。
・第53回日本花き生産者大会は、22年2月9日（火）～10日（水）愛知県下で開催。
・花き農家の振興対策では、部会活動の中で研究会、大会、研修会等を通じて、生産技術の向上と経営安定のための活動を広範に展開する。（総会資料参照）芝に関する連絡会議を開催したい。
　・全国花き品評会、中断するが、部会単位で実施している洋らん、シクラメン、スプレーギク部会で開催を検討する。

・花き団体、県組織が行うイベント、表彰事業に対する後援、会長表彰を引き続き行う。
・部会活動を通じて国際競争力強化に対する経営方策、花きの輸出、カーネーションの苗の低廉化についても、引き続き協議していく。部会組織を通じた活動強化と未加入者の加入促進を図っていく。青年部を組織した部会での青年部活動を支援していく。

　・「花作り」を２回ぐらい発行したい。協会、部会のホームページを運用していく。
　・財政力強化ということで、賛助会員を募集する。
・花き消費拡大：品評会の展示、ＮＨＫの「趣味の園芸」のプレゼントコーナーへの協力、各部会活動の中で消費宣伝活動を展開する。ジャパンフラワーフェスティバル2009in東京丸の内（４月21日から26日）に積極的に参加。カーネーション部会とスプレーギク部会が出展。その他関係機関が取り組む消費宣伝事業に積極的に参画する。
　・「日本花き生産協会運営と活性化に関する検討会」、継続実施する。花き団体による花き消費拡大検討委員会における協議と連携し開催する。
　・要望・要請行動：今年も課題ごとに対応する。重油価格問題、運送費の値上げの問題、市場における委託手数料値上げ等の動きなど。市場取引の透明化につきましても、引き続き市場関係者と協議。そのほかにも、生産者の声を聞きながら行動を取っていく。
　・その他の事業：各県の花き連の功労者表彰、花き業界等が実施する事業、会議等に参加し、情報収集に努める。情報については、各花き連に送付する。表室長から話があった花き産業振興方針の見直し検討が行われ、生産者委員で伊藤副会長と鉢物部会前林副部会長が出席している。討議概要等について情報収集する。
　・花き生産に関する資料を収集し、会員に送付する。

　イ．会員会費見直し（案）　

　・「理由」県花き連の会員数減など会費減額要請が出されている。会費額については16年度に見直しを行ない、５年目に当たる。一部事業の縮小等で対応。

・財源は、全国花き品評会は、平成４年度から20年度、17回実施したが、各地で開催されてきていること、ジャパンフラワーフェスティバル（ＪＦＳ）共催で進めてきたが、同フェスティバルが4月に東京丸の内に固定されることになった。花き連の出品点数等も少なくなってきていること等中断する。当該開催にかかる経費を財源とする。従来の経費額を想定して2200千円、20年度の会員会費額の10％相当額を減額。

・試算額：平成20年度全体会員会費額の22,401千円から2,200千円を減額した額、20,201千円が全体会員会費額。この金額を以下により配分する。

・都道府県会員以外の全農、日本ばら切花協会は別途計算。全農については、従来の経緯から強い減額希望があり、全体の減額料の10％を減額。日本ばら切花協会は、最近の生産者減等に伴う減額要望があり、基本額の減額相当分20千円減額。
・全体会員会費額から20,201千円から900千円及び392千円を減額した18，909千円を都道府県会員に負担して頂く。

・都道府県会員会費については、協会運営に必要な基礎的経費として基本額を設定しているが、最近における会員数減を考慮し、基本額を200千円ら180千円に減額。会員均等に負担して貰う。平成21年度都道府県会員は１会員が減（岡山県）で42会員になり、基本額が7,560千円。
・都道府県会員会費額マイナス基礎的経費：18,909千円から7,560千円を減じ、11,349千円を各県の生産事情、流通事情を考慮し、会費算定寄与率を生産額ウエイトで計算して重点配分。

・実力額：11,349千円に生産額ウエイトを掛けたものが実力額。上記会員算定寄与率の生産額ウエイトは、平成14年から18年度の5年間を生産額の平均値。生産額の切花・鉢物は100％額、花木は30％額（従来は60％額、花木の組織化率が低いことから）、芝、地衣植物は従来通り30％額で計算。
・試算額の調整。平成16年度と同手法。基本的には、増額になるところは対応が難しい状況で、増加据え置き（ただし、基本額2万円は減額となる。）とし、県会員合計で6,569千円となる。減額となった会員の減額は減少額として、11,377千円となる。11,377千円と6,569千円の合計17,946千円については、試算額18,909千円に対し、963千円足りなくなる。ここを調整する。従来と同じ方法ですが、減額となった会員県の減額の幅を、減額額に応じ圧縮させて頂く。圧縮額を加え会費額とする。従来と同様の手法を取って会員額を計算し、協会活動を支えて頂くことにしていますので、ご理解とご協力をお願いします。（表により具体的に説明）
ウ．収支予算（案）
　　収入の部

　Ⅰ．事業活動収支の部

・事業活動収入：会費収入、会員会費が20,201千円で2,200千円減額、賛助会員会費500
千円、負担金収入：事業負担金収入1,200千円、部会負担金収入2,300千円、雑収入200
千円、受取利息7千円、広告収入500千円、事業活動の収入合計が24,908千円
・事業活動支出：事業費支出計が21,000千円、内訳；印刷費650千円、表彰費450千円、消費宣伝費3,000千円、組織強化費300千円、通信運搬費800千円、負担金2,200千円、
　慶弔費200千円、渉外費200千円、調査宣伝費300千円、会議費1,000千円、資料費200千円、会報費1,000千円、旅費400千円、生産者大会助成金600千円、部会・大会関係支出1,300千円、花き生産協会運営と活性化に関する検討会400千円、給与費5,400千円、福利厚生費750千円、交通費650千円、臨時雇賃金1，200千円
・管理費の支出計：8,840千円、内訳；給与費2,500千円、福利厚生費400千円、会議費1,200千円、賃借料2,000千円、水道光熱費700千円、消耗品費300千円、通信運搬費600千円、交通費300千円、リース料650千円、租税公課70千円、雑費120千円、事業活動支出計29,840千円、事業活動収支差額マイナス4,932千円

　Ⅱ投資活動収支の部

　投資活動収入：生産者大会助成金積立取崩300千円、投資活動支出：退職給与引当資産取得支出410千円、投資活動収支差額マイナス110千円

Ⅲ．予備費支出2,856,441円、当期収支出差額マイナス7,898,441千円、前期繰越収支差額7,898,441千円、次期期繰越収支差額0円。

＜質疑応答＞

・議長：第２号議案につきまして質問、御意見等を伺いたい。会員会費の見直しの計算式
の説明があったが、過去の例でも、ウエイトを中心にして修正したり増減をしている。
基本的には会員会費見直し（案）の１ページにあります総額を2,200千円減額、生産協
会の今年度の会員を20,201千円としている。特に均等割り、基本額を200千円、180千
円、一律基本額の２万円減額。花木の60％から30％にして計算して修正している。
　それでは、県名と氏名を言って御意見、御質問を受けたい。
・岐阜県（加藤）：室長から花きの消費動向の説明を頂いた。日本農業新聞、一面、そのとおりと思う。また、一枚岩になれないというようなことも感じている。会長の話では、何か腰が引けているような、100年に１回位勇気出して言ったらどうか。当然、我々だけではできない。農林水産省も10億円の補助金を出すより、知恵と力とこうやってやれといったことが100億円にもなる。若い者は花を飾ること、作ること、楽しむことも知らない。植物の効用を言っても分からない。我々はＣＯ２吸収マシンを作っているメーカー。こういう産業が衰退することがおかしい。茨城の大会で決議した。総会において、やはりもっと積極的にやろうという決議が必要ではないか。報道の方々にもお願いをしたい。消費拡大をするという1000分の１構想をもっと取り上げてやってほしい。総会での意気込みの決議を求めます。
・議長：決議が提案されました。午前中の理事会においても、関心を持って取り上げたが、生産協会30年前から問題を取り上げた。小嶋会長の時に本格的に作業を行った。その後、瀧副会長が座長で、２年間位検討会を設置して、具体策を探りました。課題２点ある。集金業務が我々の組織ではほぼ不可能。市場協会の売上の中から徴集して貰う。小嶋会長と20年以上前になるが市場協会の理事会に申し込みに行った。なかなか本気で取り上げてもらえなかった。もう一つは、生産者からどう同意を得るか。前回のときも結果的にそのハードルが越えられず、棚上げという形で現在に至っている。今度は市場協会からこの1000分の１構想というのが提案され、市場協会から出てきたことに非常に関心を持っている。最初、全花協（５団体：市場協会、生産協会、ＪＦＴＤ、インドア・グリーン、生花商）等分に負担する。それが1000分の１だと、当時の5000億円という市場取引額を想定すると市場、生産、買参人が５億ずつの１５億、理想的なトライアングルが組める。平成20年度４団体（ＪＦＴＤが抜け）で検討会が始まっている。温度差、実際の意気込みが違う。閉塞感が出ているのは事実。検討会委員の瀧副会長とも話をしながら、21年度の中に決着しなければもう無理だという不退転の覚悟で臨みたい。生産協会は、50回大会でも決議し、理事会でも早々とこの問題は実施するということで結論を出して貰った。今、４団体座長平野和彦氏（当協会の理事でもある。）等が努力している。この動向を見守っている。加藤氏から決議提案があったが、組織的には実施することで決まっていると解釈している。いかに具体化していくかが、平成21年度の課題、生産協会の運営の中で、原油高騰あるいは税制の問題、いろいろな問題が出てきている。これに取り組んでいくと同時に、もう一つの柱は資金造成1000分の１構想と受けとめている。これは不退転の覚悟で臨むことで基本的な方針は変わりない。違った方法も提案しながら、この問題を21年度のうちには決着して目鼻をつけたい。そういう方向で生産協会が進むということで、御理解いただけるようでしたら、２号議案とは別に提案させて頂きたい。拍手を頂いて決議させて頂きたい。賛同の方は拍手でお願いします。
（拍手多数）

・議長：拍手多数ということで、この問題に改めて取り組むことをお誓いしたい。
・議長：第２号議案の関連につき御質問、御意見等を承りたい。発言される方は、県名と氏名を言ってお願いしたい。
・千葉県（西海）：会費の見直しについて詳しく説明頂きました。千葉県としても見直し案に対する考え方を会長あてに書面で事前に出している。千葉県で未収金が出たが、会費の中で県の花き連の行事を行うことで、削るに削れないという状況の中で出た。完済することができました。会長も団結ということがありましたが、脱会する県の一番の原因は会費の問題であろうと思うので、継続的に検討会を続けて頂きたい。
　議長：ありがとうございます。御意見として伺っておきますが、岡本理事からもご説明を頂きました。大変御努力頂き感謝している。会費問題は我々のような組織は永遠のテーマに近い。県の財政が今まで行政の補助金とかＪＡ、経済連などの助成金で運営費を出していたという経緯がある。縮小され、打ち切られたという中で、財源の確保に各県連が悩んでいる。一部の県を除きほとんどの県も財源の確保に苦労している。花木など花の中に入らない、会費を負担してもらえないなどの側面と、生産者が全部、県の花き連に所属しているかというと、県によって違うが、我々、県の生産団体に入っていない人の分まで負担しているのかなど出てくる。協会の会費は全国組織で年間2000万円、我々としても貴重な財源ですから大事に使わなければならない。事務局にしても管理費をできるだけ節約するという方向で努力している。2000万円はこの組織を維持する最低限と考えている。ぜひこれは御理解いただきたい。メリットという話がありますが、宣伝しなきゃだめだと言われている。折衝ごと、あるいは予算の獲得、カーネーションの苗の共同購入、カーネーション部会で直接ヨーロッパと交渉し、苗の低廉化を実現している。重油高騰に対する補助金等も農林水産省、自民党の緊急対策プロジェクトチーム、直接、議員会館に行った。予算的な面も花にウエイトを置いた予算を組んで貰った。省エネ関係の農林水産省予算も約３億から約10億と３倍位増えている。生産協会として生産者に十分メリットは返している。まだ、努力が足りない面はあるかもしれないが、アンテナを高くして、生産者なり産地にいかに還元できるかも含め努力していきたい。情報を寄せて頂きたい。政治の世界あるいは行政、さらにはほかの団体等ともタッグを組みながら、花の業界にとっても、戦後初めて味わう非常に厳しい状況だと思っている。各般の努力をしていきたいと思いますので、御協力頂きたい。
・滋賀県（増田）：会費の見直しの件について試算のあり方、計算方法を見せて頂いた。こういう方法で計算し、うちの県の会費額になっていると理解した。滋賀県ずいぶん下の県だなということを勉強した。上になるような努力を皆と一緒にしないといけないと改めて自覚した。その中で少し、算定方法のやり方自体に疑問を抱く点をお聞きしたい。算定基礎の中で均等割りと実力、表を見ていって、合計の試算額で、例えば滋賀県が222千円、ウエイト0.28、10倍の宮崎県が2.71で449千円約倍、愛知県がうちの約90何倍で、うちが７分の１の費用になったというこの算定のやり方が、2000万円余りを徴集する形は分かりますが、皆で力を合わせて日本の花き産業を育成しながら知恵を出し合う場所、去年１年間いろいろ取り組みいただいて頑張って頂き、成果も拝聴させて頂いた。感謝していますが、当県のばら切花部会長が理事になって頂いている。また過去にもカーネーション部会長もやって頂いている。一番私は気になるのは均等割りの金額の位置づけ、これがうちの県にしてみるとすごく大きい。実力値と負担の割合のバランス、その点が私はもう少し他に方法があるのではないかと思いながら、皆さんと一緒に活動できるような体制であってほしい。そういう数値の決め方以外の方法がないのか。
・議長：均等割りのウエイト云々、どこが20倍だなど、数字上出てくる場合はあるが、１県という単位でものを考えている。多い所が何人も役員を出すということをしていない。均等割りを私の指示で幾らか見直すようしたが、減額したのも初めてだと思う。非常に少ない県の負担が均等割りというので大きな負担になることも考慮した。均等割りに手をつけた。御不満はよくわかりますが、今回に関しては少なくとも１割は均等割りも20万から18万に下げたということで御理解いただけたらと思います。

・吉野常務理事：均等割りというのは、各県に平等に負担してもらうということで、従来、20万円でしたが、各県で会員数が減っていることもあり、今回、２万円下げた。基本額的なもので負担をいただけないかなということでこういう計算式をつくっている。他の方法があるかもしれませんが、なかなか各県の花き連の人数が正確に把握できないことから、生産額をベースにした計算方式を採用している。
・新潟県（豊島）：　球根・切花部会長も務めている。本会の事業展開する中で、今後、要望・要請行動にも絡んでいくかと思うが、我々は球根産地と球根・切花産地に、オランダ産の球根が日本に２億球も入っている。先月、現地圃場、輸出検査の中で検疫のウイルスの罹病率、制限があり、これ以内なら輸出は可能ですというハードルがあったが、４月１日付からハードルが緩和された。先週から、吉野常務からも農林水産省の担当局に内容の確認をやっている。球根・切花部会としても、球根産地あるいは球根・切花産地、あるいは消費に出回る球根の中にウイルスが多く入ってくる心配がある。消費拡大をやろうとしている中で品質が下落するような対応は遺憾と思っています。要請が必要にある場合、その折はよろしくお願いしたい。やはり品質が重要だと思っている。球根ばかりではなくて種苗全般にも、とにかく島国、海上の離島で、いい品質のものが入るよう注意してやっていただければと思う。

・議長：御意見として伺っておきます。
・議長：それでは採決をとりたいと思います。賛成の方は拍手でお願いいたします。

（拍手多数）

・議長：賛成多数で承認されました。
・議長：それでは、平成21年度の会費額と振込期日について事務局から説明しますので、御協力頂きたい。
・事務局：平成21年度会費額と振込期日について、会費振込日が第１期が６月末日、第２期が10月末日、振込先は、三菱東京ＵＦＪ銀行浜松町支店、講座番号が普通預金の３７７４６９８、口座名義が社団法人日本花き生産協会です。
第３号議案
役員の一部改選について（案）の承認について

・議長より、定款第14条第１項により役員の任期は２年と定められており、現在の役員は平成20年度の総会で改選されているが、毛知理事の急逝による理事の補充、職場異動等があり、一部改選が必要。本日この場で選出頂くのが筋であるが、前任者の補充ということによる役員選出としたく、現在の理事の後任の方に理事をお願いしたい。定款第14条第2項で、補欠又は増員による役員の任期は前任者の任期期間となっており、任期は前任者の任期期間となる旨説明

・事務局から東北・北陸ブロックの毛知橋雄理事（三重県）が急逝され、三重県の後任代表者松尾廣文氏に、九州・沖縄ブロックの豊田榮作理事（熊本県）がブロック理事の交代で歌津芳秋氏（宮崎県）に、部会長理事で洋らん部会部会長磯部徳松理事（愛知県）が近藤邦浩氏（宮崎県）に交代したことを説明し、かつ、今回の新任理事の任期は前任者の任期期間中となることを説明。

・議長より理事の選任について議決を求め、拍手多数で以下の者が理事となることが承認議決された。

　①新理事　　　東海・北陸ブロック　　松尾　廣文氏（三重県）
　　　　　　　　九州・沖縄ブロック　　歌津　芳秋氏（宮崎県）

　　　　　　　　部会長理事　　　　　　近藤　邦浩氏（宮崎県）（洋らん部会長）

　②変更理由　　死亡による補充及び人事異動に伴う改選

　③任期　　　　前任理事の任期期間中（1年間）

１０その他事項

（１）第53回日本花き生産者大会開催概要説明（愛知県花き連会長　伊藤欣夫）
・開催日時は平成22年2月9日（火）～10日（水）2日間の予定で、場所は、愛知県蒲郡市に決定した。人数は約1500人を予定しています。早めに御案内をするので、是非多数の御参加をお願いする。
・議長：19年度は埼玉県でしたが、今回は日本で最大の花の産地の愛知県です。花の業界が厳しい中での最大の産地での開催、元気の出るように、大勢の人の参加をお願いしたい。さらに、23年度の大会は、近畿ブロックでということで検討中。
（２）その他意見交換

・福岡県（平野）：先ほど加藤理事から消費拡大について御提言があり、決議を頂きました。卸売市場協会の消費拡大推進委員会の座長も務め、４団体の検討委員会にも参画している。４月６日の４団体の検討委員会で合意をした部分がある。事務局なり瀧副会長から皆さんには説明があったことと思うが、要は卸売市場協会においては、私の責任において末端まで承知していただく、あるいは確認をいただくという作業をしている。役員会、理事会においては既に承認済みで、前に進めよという指示を受けている。推進委員会では、具体的に進めて下さい。今、具体的な検討の会議に入った。大きなフレーム、枠組みあるいはシステムについては推進について何ら問題はないが、具体的に末端におろしていく時に、現下の状況では非常に卸売市場も厳しく1000分の１では難しいという意見もあるが、何としても今回のシステムを成功に導きたい。方策として、もう少し少ない形の、例えば１万分の１を想定した形で賛同を得ることはできないか、推進委員会の最終的な結論です。協会は11の支部があり、その支部において７月26日の次の理事会までに検討して、積み上げてきたものを報告するよう指示をしている。最初5月19日、日本農業新聞が21、22日と続けて非常にタイムリーに応援して頂き感謝している。本当に中途半端な取り組みでは成り立たないだろうという応援だと思っているので、生産協会においても、会長の決意の話にもありましたように、各市場が生産者、買参人に個別に当たって、できるところからやっていくという方法をとりたい。大変な作業になります。総会においての生産協会の決議、あるいは各支部、各地で議論され、話を聞いてる。1000の１、1000分の３、あるいは１万分の５がいいのか、議論に入ります。是非応援を頂きたい。応援があれば、皆さんは委託者ですから、委託者の声があれば市場協会は動く、強い意思を送り続けて頂きたい。何が何でもあとに引くことは考えていない。この話がつぶれれば市場協会はあえて批判を受ける。精いっぱいの努力はするつもりです。
　・議長：市場協会と緊密な連絡と協力をしながら21年度の中で決着をしたい。
１１．閉会

・議長が慎重審議への謝辞を述べるとともに、指摘のあった点は理事会等で議論し今後の生産協会の活動に生かしていく旨を述べ閉会を宣言し第50回総会を終了した。

１２・講演（要旨）

（１）日本花普及センター（本田氏）オランダの花き産業レポート
・オランダは、4.1万キロ平方メートル、九州ほどの非常に小さい国、26％が海面以下、干拓地によって国土を広げていった。伝統的に貿易によって栄えてきた貿易立国。
・花の生産では、世界第２位の生産額。施設栽培が盛ん。工業的農業に特化し、効率よく収益を上げる。例えば切花に特化、種子に特化し、生産額を上げている。
・オランダから、切花で周辺国へ７割から８割以上のシェア、鉢物では、３割、４割程度のシェアを誇っている。
・周辺国ではオランダの花だから買っているということではなく、年間を通じて価格が安定し、品質にばらつきがない、そういった便利さを訴えている。小売でも、オランダ産という意識は全くなくて、単に「花を買っている」というだけで、無意識のうちにオランダ産品を買っている。

・オランダは昔から貿易立国で、インフラの整備には非常に力を入、インフラ立国であった。スキポール空港、ロッテルダム空港、シーポート、国中に張りめぐらされている交通網がある。語学力にたけている。英語を77％、ドイツ語を55％の人が話す。
・1000分の１構想ではないが、オランダでは業界課税を取り、プロモーションとか研究開発に充てる仕組みがある。園芸生産管理機構、ＰＴというところが徴集し、花にかかわる人たちが商売の売上の中から何％をＰＴにお金を払う。研究開発、プロモーションをそれぞれの機関に配分する。卸業者では、別にＨbagがあり、ここでも業界課税をとって、共通の事項についていろいろな取り組みしている。

・どれくらいのお金がいっているかといいますと、ＰＴには専門委員会があります。業界課税をどのように使うかというのが検討され、プロモーション経費、オランダ花き協会、国際球根協会、植物広報協会に分配される。
・切花・鉢物では専門委員会に約57億円。そのうちプロモーション経費年間28.6億円に例えば野菜などでは、研究開発に多くお金を使われている。

・専門委員会は業界団体が代表として参加し運営する。オランダの中に特有の社会システムが昔からあり、その精神構造に基づくものですが、オランダは、干拓によってできた国。堤防を管理したり作ったりするのは一個人ではできない。グループでの取り組みが12世紀ぐらいから始まった。お互いが共同し合って、所有地によって税金が決められ、お金を払って共同で話し合ってやっていく風土があった。
・昔から柱状社会という社会背景があり、違う考えを持つ人たちでもお互いに協力し合ってやっていこうという柱状構造が生まれ、違う考えの人たちもうまく認められるという仕組みが昔からあり、精神構造のルーツとなっている。
・花業界では、生産団体、商業者団体というそれぞれ団体があり、それぞれの団体で自分たちのことは決めていく。生産者団体、商業者団体が同じテーブルについて話をする園芸生産管理機構、ＰＴの専門委員会です。セルフコントロールができる業界である。
・生産者、商業者がそれぞれ業界課税という形でＰＴにお金を払って、そのＰＴからプロモーション経費としてプロモーション機関にお金が流されている。ＰＴにしてもプロモーション機関にしても、生産者団体、商業者団体の代表が理事として入っていて、きちんと運営されているかをコントロールできる。例えばオランダ花き協会というプロモーション機関に、生産者団体のＶＢＮ、商業者団体のＶＧＢがある。生産者団体と商業者団体がかかわり合ってプロモーションを行っている。
・卸売市場を経由する場合は、市場が税金を徴集する代行を行い。例えばオランダの生産者が市場に出して、せり値の0.51％を生産者が支払う。買った側、商業者は0.40％をせりの値段から差し引かれる。合計0.91％がＰＴに払われ、卸売市場が集金を代行している。オランダ以外の輸入ものに関しては、輸入業者が0.51％を払っている。
・今度、市場を介さない場合、生産者、商業者が払うべき0.40％を代金に上乗せして請求し、生産者が0.91％をまとめてＰＴに、あるいは、輸入業者が0.91％をまとめて払う。
・徴集された業界課税はオランダの花というようなプロモーションではなくて、一般向けのＰＲ、そしてプロ向けのプロモーションというのに二つ大きく分けられている。汎用ツール、購買者向けツール、消費者向けのツール、小売店向けツールというのがある。日本ではどちらかというとそれぞれの事業者、商売人の方が各自されているが、オランダでは共通の事項として業界課税を使って行われている。
・花の普及啓発のキャンペーン、花の効用、花を取り入れることで、人、会社、都市に対してすばらしいことがあるんだということを訴える。花の需要を喚起することになる。

・オランダの花き協会では、国別に戦略が策定をされている。ドイツでもフランスでもイギリスでも同じヨーロッパの国でもそれぞれ嗜好が違う。それぞれのプロモーションが策定をされている。
・日本とオランダの卸売市場の比較です。オランダは市場が二つ。取扱高は約5500億円で、日本も4500億円。コールドチェーンが整備されている。また、バーコードチェックによってきちっとした商品管理がされている。
・オランダの生産者による特徴的な取り組み、オランダでも零細な農家が非常く意見交換をする場があり、ＬＴＯフルイサービス、栽培技術、エネルギーの問題、品目選択、許可の取り方など意見交換している。オランダの生産者はは、完全自動化を徹底して求めている。ムービングベンチというものが最たるもので、非常に徹底されている。積極的な生産設備に非常に力を入れている。市場マーケットをいかに拡大するか、いかに圧倒するかということを目標にしています。機械化によって品種を一つか二つに絞らなければいけないので、品種をいかに効率よく絞るか。最近ムービングベンチによる完全オートメーション化というのは少し行き詰まりを感じていると最近、聞かれる。機械化によって期待している長さにそろわないなど、機械化の限界を少し感じているようだ。
・オランダ人にとってのＭＰＳ、オランダでは、環境基準を前提としたデータは、生産者が収集し、それを集計機関で一定のフォーマットに集計をして、ＵＯＩＭＴ財団というところに登録をしなければいけない義務がある。生産者が自分たちのイニシアティブで自ら率先して環境問題に取り組んでいこうという姿勢。ＭＰＳとは自分たちが環境問題にイニシアティブをとって率先してやっていくという非常に高い意識の表れ。
・キーワードはセルフコントロールと統合化という二つが挙げられる。セルフコントロールというのは、団体が主体となり、業界のことは自分たちで決め、自分たちで解決して、自分たちの責任でやっていく。統合化は、例えば流通規格を統合、情報の統合ということでコードを統合、最たるところで市場を統合する。一本化、統合化によってオランダの絶対的な競争力が確立されていった。
・オランダの表現で英文の資料を見ると、クラスター爆弾のクラスターという表現が頻繁に出くる。これは一致団結してというような表現です。堤防の歴史ですとか柱状社会システムにより、お互いが競争するだけではなくて、協力して業界全体として取り組めるところはきちんと線引きをして、協力してお互いに盛り上げていこうとする気運が昔からあり、オランダの強みではないか。
以上、この議事録が正確であることを証するため、議長及び議事録署名人は下記に

署名押印をする

平成21年5月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　　日本花き生産協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議長（会長）　田　島　鉄　弥　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　羽　川　與　助　印
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　平　野　和　彦　印
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